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1. はじめに

2026年2月、日本政府（総務省・経済産業省）は「AI事業者ガイドライン」の改定案を公表しま

した。今回の改定案で特に注目されるのは、自律的にタスクを遂行する「AIエージェント」

と、物理世界で活動する「フィジカルAI」に関する新たな規定が盛り込まれた点です。特に、

これらのAIに対して「人間の判断を必須とする仕組み」を求める方針が示されたことは、技術

の安全性と社会実装のあり方をめぐり、専門家や産業界、そして広く社会的な議論を巻き起こ

しています。

本レポートでは、総務省が公開した公式資料、および関連する報道を基に、AI事業者ガイドラ

イン改定案の背景、主要な変更点、特にAIエージェントとフィジカルAIに関する規定を深堀り

します。さらに、この改定案に対する国内外の反応や議論を整理・分析し、今後の日本のAIガ

バナンスの方向性と展望について考察します。

2. AI事業者ガイドライン改定の背景

2025年3月に「AI事業者ガイドライン（第1.1版）」が策定・公表されて以降も、AI技術は急速な

進化を続けています。特に、AIが自ら判断し行動するAIエージェントや、ロボットなどを通じて

物理世界に直接作用するフィジカルAIの技術発展と社会実装への期待が高まる一方で、それに

伴う新たなリスクも顕在化してきました 1 。

このような状況を踏まえ、政府のAIガバナンス検討会では、構成員からの意見、事業者へのア

ンケート結果、そして国際的なAIガバナンスの動向を総合的に勘案し、ガイドラインの更新が

必要であると判断しました。事業者アンケートでは、ガイドラインの認知度が81%に達する一

方、実際の活用は46%に留まっており、特に地方自治体や中小企業への普及が課題として挙げ

られています 1 。

3. 改定案の主要な変更点

今回の改定案における最大の変更点は、「AI技術の動向の反映」として、AIエージェントとフィ

ジカルAIに関する事項が包括的に追記されたことです。以下にその詳細を整理します。

3.1. AIエージェントとフィジカルAIの定義

改定案では、これらの新しいAIの形態を次のように定義しています 1 。



3.2. 便益、リスク、および留意事項

改定案では、これらのAIがもたらす便益と、それに伴うリスク、そして事業者が留意すべき事項

を明確化しています。

• 便益: 業務効率化、労働力不足の補完、安全性向上、介護・生活支援などが挙げられていま

す 2 。

• リスク: 自律的な行動に起因する誤動作、サイバー攻撃対象・手法の拡大、機構の複雑化に

よる保守の困難化、カメラ等との連携によるプライバシー侵害の可能性などが追加されまし

た 2 。

• 留意事項: 上記のリスクを踏まえ、「人間の判断を必須化する仕組み」の構築、権限の最小

化、ハードウェアに残存するデータへの配慮などが求められています 2 。

4. 「人間の判断を必須とする仕組み」をめぐる議論

改定案の中でも特に大きな議論を呼んでいるのが、「人間の判断を必須とする仕組み」の導入で

す。この規定は、AIの暴走や予期せぬ損害を防ぐための安全装置として期待される一方、イノ

ベーションを阻害する可能性も指摘されており、賛否両論が巻き起こっています 3 。

種類 定義（案）

AIエージェント
特定の目標を達成するために、環境を感知し、自

律的に行動するAIシステム。

フィジカルAI

センサ等によるセンシングを通じて物理環境の情

報を取り込み、AIモデルによる処理を経て、設定

された目的を達成するための最適な方策を自律的

に推論・判断し、アクチュエータ（駆動系）等を

介して物理的な行動へとつなげるシステム。サイ

バー空間での処理に留まらず、現実世界に対して

直接的な働きかけ（移動、操作、加工など）を行

うことを特徴とする。

立場 主な意見 論者・背景

肯定的・慎重派

「物理世界に直接作用する以

上、ヒューマン・イン・ザ・ル

ープの設計は安全確保の観点か

ら不可欠」

安全性や倫理性を重視する専門

家、市民団体など

否定的・推進派 「一律の人間介入はフィジカル

AIのリアルタイム性を損ない、

技術開発を進める企業、一部の

技術専門家（例：暦本純一



この議論の焦点は、3月末に公開される正式版において、この規定がどの程度の強制力を持つの

か、また「リスクに応じた段階的な適用」や例外規定がどの程度具体的に示されるかに集まっ

ています 3 。

5. 国内外の反応と関連動向

5.1. 国内の反応

X（旧Twitter）上では、本件に関する活発な議論が交わされており、産業競争力と安全性のバ

ランスをどう取るべきかについて、多様な意見が投稿されています。産業界からは、安川電機

の小川社長が「社会実装に強み」があると述べ、日本の製造業が持つ実績と信頼性を活かすこ

とに期待感を示すなど、前向きな声も上がっています 5 。一方で、多くの専門家は、日本のAI

ガバナンスがまだ発展途上にあることを指摘し、実装と安全性のトレードオフ、責任の所在の

明確化、国際的な整合性の確保などを課題として挙げています。

5.2. 国際的な動向との比較

日本のガイドライン改定の動きは、国際的なAI規制の潮流の中で理解する必要があります。

• EU AI Act: 2024年に成立したEUのAI規則は、リスクの程度に応じて規制内容を変える「リ

スクベースアプローチ」を採用しています。フィジカルAIの多くは、厳格な義務が課される

「ハイリスクAI」に分類される可能性が高く、日本のガイドラインもこの影響を強く受けて

いると考えられます 6 。

• 広島AIプロセス: 日本が主導するこの国際的な枠組みは、信頼できるAIの実現に向けた協調

を目指しており、今回のガイドライン改定もその理念に沿ったものと位置づけられます 1

。

• 米国・中国: 米国はイノベーションを重視し、既存の法制度を活用する「ライトタッチ」な

規制を志向する一方、中国は独自の規制体系を構築しています。日本はこれらの動向も注視

しつつ、独自のバランスを模索している状況です。

6. 考察と今後の展望

今回のAI事業者ガイドライン改定案は、AIエージェントやフィジカルAIといった最先端技術の社

会実装を見据え、ガバナンスの枠組みを具体化しようとする重要な一歩です。特に「人間の判

断を必須とする仕組み」という規定は、技術の自律性と人間の統制という、AIガバナンスにお

ける根源的な問いを提起しています。

スケーラビリティを毀損する」

「規制が先行すれば実用化のハ

ードルが高まる」

氏） 4



今後の焦点は、この規定がイノベーションを過度に抑制することなく、いかにして実効的な安

全性を確保できるかという点にあります。そのためには、リスクの性質や大きさ、技術の成熟

度、そして社会的な受容性などを踏まえた、柔軟かつ精緻な制度設計が不可欠です。3月末に公

表される正式版ガイドライン、そして今後開発が検討されているチャットボットなどの支援ツ

ールが、その具体的な道筋を示すものとして注目されます 1 。

長期的には、法的な拘束力を持つ「AI法」の制定も視野に入ってきます。今回のガイドライン

改定をめぐる議論は、将来の法制度のあり方を占う上でも重要な試金石となるでしょう。

7. 結論

AI事業者ガイドライン改定案は、AIエージェントとフィジカルAIという新たな技術的挑戦に対

し、日本のAIガバナンスがどのように向き合おうとしているかを示すものです。「人間の判断」

を中核に据えたアプローチは、安全性を重視する姿勢を明確にする一方で、その具体的な運用

をめぐっては、産業界の競争力や技術革新とのバランスを取るという難しい課題を抱えていま

す。今後の議論の進展と、3月末に示される最終的なガイドラインの内容を注視していく必要が

あります。
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